
P20P21

申込・お問い合わせ先

四万十町地域包括支援センター　☎22-3385
地域包括支援センター大正支所　☎27-1212
地域包括支援センター十和支所　☎28-5518

春のこどもまんなか月間 お知らせ

　5月を「春のこどもまんなか月間」と定め、子どもや
子育て世代にやさしい社会づくりを推進する取り組
みを進めています。
　四万十町では、妊娠期から子育て期までのさまざ
まなお悩みについて、「こども家庭センター『楓』」を
開設し、相談体制を強化しています。いつでもお気軽
にご相談ください。

健康福祉課　☎22-3115お問い合わせ先

5月は赤十字運動月間です お知らせ

　日本赤十字社高知県支部は「災害からいのちを守
る赤十字」として、災害発生時の医療救護活動や救援
物資の配布、平常時は防災・減災活動の普及などの
人道的活動に取り組んでいます。
　これらの活動は、国や県からの公的資金によらず
皆さまから寄せられた活動資金によって支えられて
います。
　本年も、赤十字の活動にご理解いただき、赤十字
活動資金へのご協力をお願いします。

危機管理課　☎22-3280お問い合わせ先

「家具の転倒防止対策」を
補助します

お知らせ

　地震発生時、家具の転倒などによる被害を軽減す
るため、自宅の家具の転倒防止対策や、窓ガラスの飛
散防止対策などに対して補助します。

【提出書類】
①申請書
②見積書
③町税完納証明書
④県税完納証明書

申込・お問い合わせ先

四万十町こども家庭センター「楓」
（健康福祉課内）　☎22-3115

●対象者

●支給額
●支給回数

四万十町に住所を有する重度の要介護者を、３か月以上在宅で介護している方
「重度の要介護者」とは、要介護２～５で下記の寝たきりや認知症の方が該当になります。
① 寝たきりの場合…移動、食事、着替え、入浴および排泄に介護を要する状態の方。
②認知症の場合…被害妄想やひどい物忘れなど、日常生活に支障をきたすような認知機能低下の症
状・行動がみられる方。

※詳細な基準があるため訪問調査を行い、審査、決定します。
　担当ケアマネジャーまたは地域包括支援センター（下記）までご相談ください。
月額２万円
年4回（4月、7月、10月、1月）

●注意事項 ※改定後は、特別展開催期間と通
常期間で料金が異なります。　
※町民割引は、四万十町内に住
民登録がある旨を確認できる
身分証などを受付にご提示く
ださい。
※町民割引をご利用の場合は、来
館者プレゼントは付きません。
　ご了承ください。

在宅介護手当について お知らせ

四万十町では、在宅で寝たきりや重度の認知症の方を介護している方の労をねぎらい、在宅福祉を推進する
ため、在宅介護手当を支給しています。

申込・お問い合わせ先

海洋堂ホビー館四万十　☎29-3355

「海洋堂ホビー館四万十」町民割開始！ お知らせ

4月2日より「海洋堂ホビー館四万十」の入館
料を右記のとおり改定しました。
また、新たな割引として四万十町の皆さまに
より親しんでいただけるよう、通常料金の半額
で入館できる「町民割引」を開始！
お得な町民割引を利用してご来館ください。

2025/4/2 改定 高校生以上大人
一般料金
1200円
1000円

600円
500円

町民割引 一般料金
600円
500円

300円
250円

町民割引
小中学生

入館料（税込）
特別展開催期間
通 常 期 間

家具転倒防止金具
などの購入費

上限
25,000円

家具転倒防止を
行う世帯
※1世帯1回限り

補助内容 補助金額 補助対象

四万十町の子育
ては、私たちが
応援します！
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